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地域防災計画・避難計画の策定と支援体制

＜国による自治体支援の具体的内容＞
 計画策定当初から政府がきめ細かく関与し、要配慮者を含め、避難先、避難手段、避難経路等の確保等、地域が

抱える課題をともに解決するなど、国が前面に立って自治体をしっかりと支援
 緊急時に必要となる資機材等については、国の交付金等により支援
 関係する民間団体への協力要請など、全国レベルでの支援も実施
 一旦策定した計画についても、確認・支援を継続して行い、訓練の結果等も踏まえ、引き続き改善強化 2

地域原子力防災協議会＜国＞

原子力規制委員会

原子力災害対策指針

原子力災害対策に関する専門
的・技術的事項を規定

※原子力災害対策特別措置法

＜県・市町村＞
県防災会議・

市町村防災会議

地域防災計画・避難計画

原子力災害対策指針、防災
基本計画に基づき、地域の
実情に精通した関係自治体
が作成

※災害対策基本法
原子力災害対策特別措置法

 原発が立地する１３の地域
ごとに、内閣府が設置

 内閣府、規制庁を始めとし
た国の関係省庁と、計画を
策定する関係自治体等が
参加

 各自治体の避難計画を含
む当該地域の「緊急時対
応」を取りまとめ、原子力災
害対策指針等に照らして具
体的かつ合理的であること
を確認

※災害対策基本法に基づく防災基本計画

中央防災会議

防災基本計画

国、自治体、電力事業者等がそ
れぞれ実施すべき事項を規定

※災害対策基本法

内閣府
（原子力防災担当）

国による自治体支援の実施
防護設備、資機材等への財政的支援

原子力防災会議
※原子力基本法

• 全閣僚と原子力規
制委員長等で構成
（議長：総理）

• 地域の避難計画を
含む「緊急時対応」
が原子力災害対策
指針等に照らして具
体的かつ合理的と
なっていることにつ
いて、国として了承

報告
・

了承

事務局

支援 支援



緊急時対応と自治体避難計画等の関係性

 緊急時対応とは、避難計画を含むその地域における緊急時の対応。
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避難計画地域防災計画
（原子力災害対策編）

・・・地域防災計画
（原子力災害対策編）

地域防災計画
（原子力災害対策編）

地域防災計画
（原子力災害対策編）

地域防災計画
（原子力災害対策編）

新潟県

長岡市刈羽村 出雲崎町柏崎市

避難計画 避難計画 避難計画 避難計画

国による緊急時の対応

緊急時対応

・・・

※柏崎刈羽地域原子力防災協議会作業部会をこれまでに１６回開催（平成27年6月～令和5年12月）



複合災害時の基本的な考え方①
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 自然災害による人命への直接的なリスクが極めて高い場合
原子力災害に対する避難行動よりも、自然災害に対する避難行動を優先さ

せ、人命の安全確保を最優先とする。

【避難について】
１．複合災害により避難経路が不通となった場合に備え、あらかじめ複数の

避難経路を設定するなどの対策をとることとしている。

２．仮に、複合災害により陸路が制限される場合には、道路啓開に着手しつつ、
海路避難や空路避難、屋内退避を継続するなど、状況に応じた多様な対
応を行うことで、住民の安全確保に全力を尽くす。

３．さらに、不測の事態が生じた場合には、国や関係自治体からの要請により、
実動組織が住民避難の支援を実施する。

複合災害時の避難に係る基本的な考え方



複合災害時の基本的な考え方②
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防災基本計画
（第１２編 原子力災害対策編 第２章 災害応急対策 第２節 避難，屋内退避等の防護及び情報提供活動 １ 避難，屋内退避等の防護措置の実施）

原子力災害対策指針
（第１ 原子力災害 （３）原子力災害の特殊性）

 複合災害が発生した場合においても人命の安全を第一とし，自然災害による人命への直接的なリ
スクが極めて高い場合等には，自然災害に対する避難行動をとり，自然災害に対する安全が確保
された後に，原子力災害に対する避難行動をとることを基本とする。 

 住民等の被ばく線量を合理的に達成できる限り低くすると同時に、被ばくを直接の要因としない健康
等への影響も抑えることが必要である。

原子力災害対策関係府省会議第三分科会（平成２９年７月２４日）
原子力災害時における情報提供の在り方について～複合災害も想定した避難・屋内退避の実効性向上に向けて～
（３．自然災害と原子力災害との複合災害時も想定した避難・屋内退避の基本的考え方）

 地震、津波、暴風雪等の自然災害が発生した場合には、避難経路、避難手段、避難先等への影響
のみならず、当該自然災害が発生した地域における住民等の生命、身体及び財産に対しても直接
的に甚大な被害を及ぼすおそれがある。 

 このため、複合災害が発生した場合において自然災害による人命への直接的なリスクが極めて高
い場合や、当該自然災害による家屋の損壊等屋内での滞在の継続が困難な事態となった場合に
は、当該自然災害に対する避難行動を、原子力災害に対する避難行動よりも優先させ、人命の安
全確保を最優先とすることを原則とする。 



複合災害時の基本的な考え方③
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（参考）令和６年１月17日原子力規制委員会（山中委員長発言内容抜粋）

 能登半島地域の状況から原子力災害と自然災害の複合災害があった場合の屋内退避
の防護の基本的な考え方に、特にこれまでと何か大きく変更する必要はないという皆さ
んの御認識だったと理解をしておりますし、私も同じように考えております。

 ただ、今回の地震とは直接関係はしませんけど、（略）一律に屋内退避が開始されること、
あるいは屋内退避をいつまで続ける必要があるのかということについては、これから屋内
退避のタイミングや期間に対する考え方などを再検討した方がいいというところもあるか
と先生方の御意見を聞いていると思いました。

 今回の議論を踏まえて、今後どのように検討していったらいいのかということは、事務局
の方で論点を整理をしていただいた上で、今後の委員会の中で議論したいと思うんです
けど、いかがでしょうか



１．豪雪との複合災害
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豪雪時における除雪体制

＜新潟県における情報連絡本部（例）＞

 豪雪時における除雪計画、広報計画の調整等を目的とし、以下の措置を実施。

 道路管理者、警察、気象台、利用者団体等から構成される情報連絡本部を、羽越河川国道事務所、高田河川国道事務所、新潟国道事

務所、長岡国道事務所に設置し、情報を一元化。

 道路管理者は、集中的な大雪時に備えて、他の道路管理者をはじめ、地方公共団体その他関係機関と連携して、地域特性や降雪の予

測精度を考慮し、地域や道路ﾈｯﾄﾜｰｸ毎に関係者と調整の上、ﾀｲﾑﾗｲﾝを策定。

 令和４年１２月長岡・柏崎地域の大雪を踏まえ、国道及び高速道路において、大雪などの自然災害（豪雪）に対し、人命を最優先に大規

模な車両滞留を回避すべく、関係機関が緊密に連携し、出控え等の行動変容の呼びかけや、国道・高速道路の同時通行止めによる集

中除雪等により早期交通確保等を図るほか、通行止め等の最小化に向けた雪に強い道路づくり等により冬期道路交通確保を行う。（第

２回 令和４年度新潟県内の冬期道路に関する対策検討会 会議資料P28参照）

うえつ たかだ

ながおか

にいがた

新潟国道事務所

（主な対象エリア：新潟市等）

羽越河川国道事務所

（対象エリア：村上市、関川村）

高田河川国道事務所

（対象エリア：上越市、妙高市、糸魚川市）

長岡国道事務所

（主な対象エリア：長岡市、柏崎市、刈羽村等）

体制（新潟県内での情報連絡本部の例）

UPZ

PAZ

むらかみし せきかわむら

じょうえつし みょうこうし いといがわし ながおかし かしわざきし かりわむら

うえつ

にいがたし

にいがた

たかだ

ながおか

現場作業 現場作業 現場作業 現場作業

情報の訴求

除雪情報

(道路管理者)

その他の情報

(各機関の他部局情報等)

ＶＩＣＳの情報

(新潟県警)

情報の一元的収集・共有・調整・協議

情報連絡本部

カメラ情報

(各機関)

現場作業

各機関から現場へ作業指示

国土交通省 関係市町村 東日本高速道路(株) 新潟県警察本部 関東管区警察局新潟地方気象台

ドライバー
地域住民

国土交通省 関係市町村 東日本高速道路(株) 新潟県警察本部 関東管区警察局新潟地方気象台

ながおか かしわざき
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豪雪との複合災害時における除雪体制

指示・調整の一元化

• 両本部から実動組織等への指示・調整の一元化
• 救助・救難活動や被災者支援の一元化

情報収集の一元化

本部
会議

原子力災害対策本部 緊急（非常、特定）災害対策本部

事務局
（現地組織含む）

意思決定の一元化

• 両本部による合同会議の開催

原子力規制庁ERC等
• 原発事故の鎮圧
• 放射線モニタリング
• 原発周辺住民への避難等に関する調整

• 地震等による被災状況の把握
• 被災者の救助
• 避難住民への支援

内閣府庁舎等

• 相互にリエゾンの派遣
• 情報共有ネットワークの相互導入

現場活動

（対象：自然災害、メンバー：総理大臣・全閣僚）（対象：原子力災害、メンバー：総理大臣・全閣僚・原子力規制委員会委員長）

 豪雪など自然災害と原子力災害の複合災害が発生した場合は、自然災害に対応する「緊急災害対策本部」等と原子力災害に対応す
る「原子力災害対策本部」の両本部が一元的に情報収集、意思決定、指示・調整を行う連携体制を整え、複合災害発生時の体制を強
化。

 原子力災害時の避難経路の確保において、除雪能力が不足する場合や、民間事業者による除雪作業が困難となった場合は、実動
組織（自衛隊）に対して除雪作業、その他の実動組織に対して避難に係る支援（交通規制等）を、調整の上、必要に応じて要請する
（P19参照）。

実動組織等 9



暴風雪や大雪時などにおけるPAZ内の防護措置

 暴風雪や大雪時など、気象庁から特別警報等が発表され、外出をすることで命に危険が及ぶような場合に

は、PAZ内の施設敷地緊急事態要避難者等及び住民は、天候が回復するなど、安全が確保されるまでは、

屋内退避を優先。

 その後、天候が回復するなど、安全が確保できた場合には、避難を実施。 また、避難の実施により健康ﾘｽ

ｸが高まる者は、近傍の放射線防護対策施設へ屋内退避を実施。

 なお、全面緊急事態となった段階で天候が回復するなどし、避難を実施する際には、国及び関係府県等は、

避難経路や避難手段、国が提供する原子力発電所の状況や緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果、気象情報等につい

て、確認・調整等を行う。

避難準備

自宅等にて
屋内退避

施設敷地
緊急事態
要避難者

住 民

施設敷地緊急事態警戒事態 全面緊急事態

天候回復（暴風雪警報や大雪警報等の解除）

放射線防護対策
施設にて屋内退避

自宅等にて屋内退避

暴風雪や大雪時など（気象庁における特別警報等の発表）

無理に避難すると
健康ﾘｽｸが高まる者

徒歩等

＜全面緊急事態で天候が回復した場合＞

福祉車両等による避難

ﾊﾞｽによる避難

ＵＰＺ外

避難先

避難準備
一時集合
場所

自家用車等による避難

※ 台風等に伴う大雨により、市村から土砂災害や洪水等に係る避難
指示等が発令された場合には、該当地域の住民は、指定緊急避
難場所等の安全が確保できる場所で屋内退避を実施。

（外出をすることで命に危険が及ぶような場合）

安全に避難が実施
できる準備が整い
次第、避難
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積雪量が多く直ちに避難が困難な場合の対応（PAZ）

暴風雪や大雪などの特別警報等が解除され、天候が回復した場合であっても、避難経路の除雪が完了し、安全に避難できる環境とな

るまでは屋内退避を継続する。（※１）

 代替経路が活用できる場合は代替経路を活用する。また、あらかじめ定めた避難方向への避難が不可能な場合には、避難方向の変

更も含め検討する。避難所が足りない場合は、ホテルや県外の避難所活用も検討する。

 主要な幹線道路の除雪が完了し、避難が可能となった時点で住民避難を開始する。なお、生活道路の除雪が完了していない場合に

は、無理な自家用車避難による立ち往生などを回避するため、当該住民はバス等により避難を行うこととする。（※２）

 社会福祉施設等の入居者についても、避難経路の除雪が完了した段階で避難を開始することとする。在宅の要支援者について、支

援者の介助等によっても避難が困難な場合は、実動組織（消防、自衛隊等）の支援により避難を行う。

※１ 立ち往生などにより除雪活動が妨げられることがないよう、豪雪時の対応について必要な広報を行う。
 屋内退避中に雪下ろしが必要な場合については、放射性物質の放出のタイミングも踏まえながら、作業可能時間の指示など原子力災害対策本部で検
 討を行う。必要に応じ地域内外からの応援要請を行うことも検討する。

※２ 一時集合場所及び、社会福祉施設から幹線道路までの経路について優先的に除雪するなど、バスや福祉車両による避難が可能となるよう留意する。

・屋内退避を継続 ・代替経路の活用
・避難方向の変更
・避難場所の変更

・無理な自家用車避難の回避、バ
ス避難への変更
・在宅の要支援者で避難が困難な
場合は、実動組織に支援を依頼

除雪未完了

（特別警報解除）

除雪未完了
（一部避難経路や避
難方向変更が可能）

除雪完了

（生活道路は未除雪）
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暴風雪や大雪時などにおけるUPZ内の防護措置

 OIL基準の超過により一時移転等が必要な場合であっても、暴風雪や大雪時など、気象

庁から特別警報等が発表され、外出をすることで命に危険が及ぶような場合には、天候

が回復するなど、安全が確保されるまでは、屋内退避を優先。

 その後、天候が回復するなど、安全が確保できた場合には、一時移転等を実施。

住民等

施設敷地
緊急事態

警戒
事態

全面緊急事態

天候回復（暴風雪警報や大雪警報等の解除）

徒歩等

＜全面緊急事態で天候が回復した場合＞

バスによる避難

ＵＰＺ外

避難先屋内退避準備

一時
集合場所

自家用車等による避難

自宅等にて屋内退避

OIL基準の超過

暴風雪や大雪時など（気象庁における特別警報等の発表）

※ 台風等に伴う大雨により、市町から土砂災害や洪水等に係る避難
指示等が発令された場合には、該当地域の住民は、指定緊急避
難場所等の安全が確保できる場所で屋内退避を実施。

（外出をすることで命に危険が及ぶような場合）
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積雪量が多く直ちに避難が困難な場合の対応（UPZ）

OIL基準を超過し、暴風雪や大雪などの特別警報等が解除された場合であっても、避難経路の除雪が完了し安全に一時移転等ができる

環境となるまでは、屋内退避を継続する。（※１）

 避難経路の除雪が未完了の段階であっても、代替経路が活用できる場合は代替経路を活用する。また、あらかじめ定めた避難方向

への一時移転等が不可能な場合には、避難方向の変更も含め検討する。避難所が足りない場合は、ホテルや県外の避難所活用も

検討する。

 主要な幹線道路の除雪が完了し、一時移転等が可能となった時点で住民避難を開始する。なお、生活道路の除雪が完了していない

場合には、無理な自家用車避難による立ち往生などを回避するため、当該住民はバス等により一時移転等を行うこととする。（※２）

 社会福祉施設等の入居者についても、避難経路の除雪が完了した段階で一時移転等を開始することとする。在宅の要支援者につい

て、支援者の介助等によっても一時移転等が困難な場合は、実動組織（消防、自衛隊等）の支援により一時移転等を行う。

※１ 立ち往生などにより除雪活動が妨げられることがないよう、豪雪時の対応について必要な広報を行う。
 必要に応じ地域内外からの応援要請を行うことも検討する。
屋内退避中に雪下ろしが必要な場合については、放射性物質の放出のタイミングも踏まえながら、作業可能時間の指示など原子力災害対策本部で検討を
 行う 。民間事業者による除雪作業が困難な場合には、実動組織に支援を要請する。

※２ 一時集合場所及び社会福祉施設から幹線道路までの経路について優先的に除雪するなど、バスや福祉車両による一時移転等が可能となるよう留意する。

・屋内退避を継続 ・代替経路の活用
・避難方向の変更
・避難場所の変更

• 無理な自家用車避難の回
避、バス避難への変更

• 在宅の要支援者で一時移
転等が困難な場合は、実
動組織に支援を依頼

除雪未完了

（特別警報等が解除）

除雪未完了
（一部避難経路や避難

方向の変更可能）

除雪完了

（生活道路は未除雪）

OIL
基準
超過

13



2．避難
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村上市

避難経路の複数設定（PAZ内から村上市への避難事例）

PAZ

116 【主な経路②】
国道116号→国道7号

113

7

402

352

【主な経路③】
国道352号→国道402号→国道113号

むらかみし

対象地区

 柏崎市：A 高浜地区（330人）、B 南部地区（476人）、C 二田地区（1,904人）

（計2,710人）

 刈羽村：全村（計4,309人）

かしわざきし たかはま ふただなんぶ

かりわむら

【主な経路①】

西山IC→北陸自動車道→神林岩船港IC
にしやま かみはやしいわふね

PAZ
（赤色）

UPZ
（青色）

 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等によりその避難経路が使用できない場合は、
他の経路により避難を実施。

15

避難先：村上市

避難経由所

ﾊﾟﾙﾊﾟｰｸ神林

（神林総合運動公園）

（神林総合体育館）

かみはやし

かみはやし

かみはやし

むらかみし
37施設（収容可能人数：21,127人）

から、新潟県と村上市が調整の上、
決定。

むらかみし

A

B

C



 災害発生時には、各管理道路のﾊﾟﾄﾛｰﾙを実施
し、被害の状況等を把握

 道路の被害状況を踏まえ、国、県、高速道路会
社がそれぞれ建設業協会等と締結している協定
等を基に、応急復旧工事を実施

新潟県原子力災害対策本部

＜新潟県の管理道路＞
新潟県原子力災害対策本部が
応急復旧作業を実施

＜北陸自動車道＞
高速道路会社（NEXCO）が
応急復旧作業を実施

＜直轄国道＞
国土交通省北陸地方整備局が
応急復旧作業を実施

自然災害等により道路等が通行不能な場合の復旧策

 避難開始前の段階において、避難計画で避難経路として定められている道路等が、自然災害等により使用できな
い場合、新潟県、柏崎市及び刈羽村は、代替経路を設定するとともに、道路等の管理者は復旧作業を実施。

 また、UPZの関係市町村においても同様に、避難経路が自然災害等により使用出来ない場合には、代替経路を設
定するとともに、道路等の管理者は復旧作業を実施。

 直轄国道及び高速道路については、国土交通省北陸地方整備局及び高速道路会社（NEXCO）が、早急に被害状
況を把握し、迅速かつ的確な道路啓開、仮設等の応急復旧を行い、早期の道路交通の確保等に努める。

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合など、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊 ）が必要に応じ支援を実施。 16

かりわむらかしわざきし



自然災害等により道路等が通行不能になった場合の対応

 かしわざき

柏崎港

なおえつ

直江津港

 てらどまり

寺泊港
大型艦船不可

大型艦船可

大型艦船可

自治体等と連携の上、通行
不能となった道路への他の
車両の流入防止

 自然災害等により、避難経路等を使用した車両等による避難ができない場合は、新潟県及び関係
市町村からの要請により、実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊）による各種支援を必要に
応じて実施。

避難先又は陸路で避難可能な
場所までﾍﾘｺﾌﾟﾀｰにより避難

空路や海路
による避難

道路情報盤設置個所
場外離着陸場、ﾍﾘﾎﾟｰﾄ適地
港湾

17



自然災害等により県内避難先が被災した場合の県外避難の調整

 自然災害、冬期雪害等により、新潟県内の避難先施設が十分に確保できなくなった場合、県・各市
町村は、「災害時相互応援協定」等を活用し、周辺県等においても避難先を調整する。

ブロック知事会名 構成都道府県名

北海道東北地方知事会
北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、
宮城県、福島県、新潟県

関東地方知事会
東京都、群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県、
千葉県、神奈川県、山梨県、静岡県、長野県

中部圏知事会
富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県、
長野県、静岡県、福井県、滋賀県

青森県

秋田県

岩手県

山形県 宮城県

福島県
新潟県

群馬県
栃木県

埼玉県
茨城県

千葉県東京都

神奈川県
山梨県

静岡県

長野県

富山県

岐阜県

福井県

石川県

滋賀県
愛知県

三重県

• 全国知事会又は北海道東北地方知事会に対し、広域応援を依頼。
• 隣接する関東地方ﾌﾞﾛｯｸ及び中部圏ﾌﾞﾛｯｸに応援を要請。

 「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」

18

 「災害時等における福島県、茨城県、栃木県、群馬県及び新潟県五県相互
応援に関する協定」

 「群馬県、埼玉県、新潟県の災害時相互応援及び防災協力に関する協定」

 その他、新潟県と個別に相互応援協定を締結している県
山形県、長野県、富山県、石川県、兵庫県

 新潟県外市町村との相互応援協定（一部）

長岡市 ⇔ 伊勢崎市（群馬県）、長岡市 ⇔ 会津若松市（福島県）、

長岡市 ⇔ 高岡市（富山県）、 上越市 ⇔ 板倉町（群馬県）、

十日町市 ⇔ 魚津市（富山県）、見附市 ⇔ 伊達市（福島県）、

柏崎市 ⇔ 前橋市（群馬県）、 柏崎市 ⇔ 石巻市（宮城県）

小千谷市 ⇔ 南相馬市（福島県）

ながおかし

とおかまちし

いせさきし

たかおかし

うおづし

あいづわかまつし

みつけし

みなみそうましおぢやし

だてし

いたくらまち

かしわざきし

じょうえつし

まえばしし

ながおかし

ながおかし

いしのまきしかしわざきし



実動組織の広域支援体制

UPZ

柏崎刈羽ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ

災害派遣・原子
力災害派遣
全国の陸・海・空の
自衛隊による支援

警察災害派遣隊
全国の都道府県警
察による支援

緊急消防援助隊
全国の市町村消防
が所属する都道府
県単位による支援

巡視船艇・航空
機の派遣
全国の管区海上保
安本部による支援

全国の実動組織による支援

 地域ﾚﾍﾞﾙで対応困難な支援要請があった場合は、新潟県、関係市町村からの各種要請を踏まえ、
政府をあげて、全国規模の実動組織による支援を実施。

 要請の窓口となるｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ（実動対処班）において集約された各種要請等に対し、原子力災害対
策本部（官邸・ERC（原子力規制庁緊急時対応ｾﾝﾀｰ）の調整により、必要に応じ全国の実動組織
（警察、消防、海上保安庁、自衛隊）による支援を実施。

政府の調整結果に基づく
現地派遣指示

現地における
各種要請の集約

原子力災害対策本部
（首相官邸）

19
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緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ支援
被害状況の把握
避難の援助
人員及び物資の緊急輸送
緊急時の避難退域時検査及び簡易除染
人命救助のための通行不能道路の啓開作業

自然災害などの複合災害で想定される実動組織の活動例

現地派遣要員の輸送車両の先導
避難住民の誘導・交通規制
避難指示の伝達
避難指示区域への立ち入り制限等

避難行動要支援者の搬送の支援
傷病者の搬送
避難指示の伝達

巡視船艇による住民避難の支援
緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ支援
漁船等への避難指示の伝達
海上における警戒活動

 新潟県と関係市町村との調整を踏まえ、必要に応じ広域応援を実施。

警察組織

消防組織

海上保安庁

防衛省

20



３．屋内退避
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原子力防災対策の重点区域

○PAZ：Precautionary Action Zone（予防的防護措置を準備する区域）
原子力施設から概ね半径5ｋｍ圏内（発電用原子炉の場合）。
放射性物質が放出される前の段階から予防的に避難等を行う。

○UPZ：Urgent Protective action planning Zone（緊急防護措置を準備する区域）
PAZの外側の概ね半径30ｋｍ圏内（発電用原子炉の場合） 。
・全面緊急事態となった場合、放射性物質の放出前の段階において、住民の屋内退避を実施。

・放射性物質の放出後、原子力災害対策本部が緊急時モニタリングの結果に基づき空間放射線量率
が一定値以上となる区域を特定し、同本部長（総理大臣）の指示を受け一時移転等を実施。

22

PAZ
（概ね半径5km圏）

UPZ
（概ね半径30km圏）



防護措置の考え方

 原子力災害発生時における防護措置の基本的な考え方は、重篤な確定的影響を回避するとともに、
確率的影響のリスクを合理的に達成可能な限り低く保つことである。

 このためには、放射性物質の吸入による内部被ばくをできる限り低く抑えることが重要である。施設
の近くでは、プルームや沈着核種からの高線量の外部被ばくも避けなければならない。

 一方で、東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓から、避難行動には、それによって避けられ
る放射線影響と比較しても無視できない健康影響を、特に高齢者や傷病者等の要配慮者にもたら
す可能性が高い。また、避難渋滞やパニックに伴う事故等も考えると、避難行動には常に危険が伴
うことを認識すべきである。

【ＰＡＺ】
 PAZ圏内のような施設の近くの住民は、プルームによる内部被ばくだけではなく、プルームや沈着核

種からの高線量の外部被ばくを含めた影響を避けるため、放射性物質が放出される前から予防的
に避難することを基本として考えるべきである。ただし、この場合であっても、避難行動に伴う健康
影響を勘案して、特に高齢者や傷病者等の要配慮者については、近傍の遮へい効果や気密性が
高いコンクリート建屋の中で屋内退避を行うことが有効である。

【ＵＰＺ】
 一方で、比較的施設から距離の離れたUPZ圏内においては、吸入による内部被ばくのリスクをで

きる限り低く抑え、避難行動による危険を避けるためにも、まずは屋内退避をとることを基本とすべ
きである。

23

原子力災害発生時の防護措置の考え方（平成28年3月16日原子力規制委員会）（抜粋）



ＵＰＺの防護措置である屋内退避の効果試算

 原子力規制委員会田中委員長の講演資料「原子力災害対策指針と新規制基準」（平成29年2月）、
では、試算結果に基づき、5km以遠のＵＰＺの屋内退避効果を説明。

24



準備が不十分な避難のリスク

福島第一原子力発電所事故の教訓

 避難に伴い多数の犠牲者を出してしまった。

 原発サイトの内外を含めて放射線被ばくによる確定的な健康影響は認められていない。

 半減期の長い放射線物質が環境に大量に放出されたことにより、大規模な除染を余儀なくされ、避
難が長期化した。

25

○国や県の避難指示が適切でなく、病院などでは重篤患者も含めて緊急避難が実施され、結果的に平成23年
3月までに少なくとも60人（国会事故調）、4月末までに150人を超える犠牲者を出した（福島県）と云われてい
る。

○震災により、避難中の負傷の悪化等により亡くなられた「震災関連死」の死者数は、福島県では事故から5年
で約2000人以上に達している（復興庁）。

準備が不十分な避難は、多くの犠牲者を出すなどの極めて深刻な結果につながる！

教訓

出典：「原子力災害対策指針と新規制基準」（平成29年2月）より抜粋



屋内退避の目的

 事故により、放射性物質を閉じ込めることができなくなってしまった場合、放射性物質が雲のように
かたまりになった放射性プルームが施設外に放出される。

 放射性プルームが通過する際の被ばくを可能な限り低く抑えるために、自宅等に屋内退避する。

 屋内退避は、建物の遮蔽効果で外部被ばくを低減させるとともに、建物の気密性によって内部被ば
くを低減させる効果がある。

26

風上 風下
放射性プルーム

（放射性物質が雲のようなかたまりになったもの）

放射性物質からの放射線

放射性物質の吸入

地面に沈着した放射性物質
からの放射線

放射性物質の摂取

屋内退避することで

被ばくを低減することができます。

放射性物質
の沈着

放射性物質
の沈着

原子力施設

事故



屋内退避の効果

 屋内退避は、住民等が比較的容易に実施できる有効な対策であり、自然換気の建物においても、
建物の気密性と遮蔽効果により、放射線の被ばく量は半分程度以下に低減する。

27
出典：「原子力災害発生時の防護措置―放射線防護対策が講じられた施設等への屋内退避―」

（令和４年１０月２７日) 内閣府（原子力防災担当） 日本原子力研究開発機構 安全研究・防災支援部門

建物の種類ごとの換気別（自然及び陽圧化）の 7 日間積算被ばく線量の相対比
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※放出源からの距離2.5㎞地点における屋外滞在時7日間積算被ばく線量を１として比較



施設敷地緊急事態
（屋内退避準備要請）

警戒
事態 全面緊急事態（屋内退避指示）

自然災害等（地震※1）により屋内退避が困難となる場合の基本フロー

 地震による家屋の倒壊等により、家屋における滞在が困難な場合には、安全確保のため市町にて開設する近隣の指定避難所等に避

難を実施。

 その後、全面緊急事態となり、屋内退避指示がでている中で余震が発生し、家屋や既に避難している近隣の指定避難所等への被害

が更に激しくなる等、屋内退避の継続が困難な場合には、人命の安全確保の観点から地震に対する避難行動を最優先することが重

要。このことから、市町にて開設するUPZ内の別の指定避難所等や、あらかじめ定められているUPZ外の避難先へ速やかに避難を行

う※２。

 なお、屋内退避指示中に避難を実施する際には、国及び新潟県等は、住民等の避難を安全かつ円滑に実施するため、避難経路や避

難手段、国が提供する原子力発電所の状況や緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果、気象情報等について、確認・調整等を行う。
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屋内退避準備
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自宅にて屋内退避

ＵＰＺ外

県内避難先

・原子力災害時に備え
あらかじめ設定してい
る県内避難先

＜屋内退避中に余震が発生し被害が激しくなった場合＞

家屋が倒壊等した場合には、市町にて
開設する近隣の指定避難所等へ避難

※１ 津波災害時や大雨による土砂災害時においても基本的には同様のフローとなる。

余震発生に伴い、屋内退避の
継続が困難な状況が発生

※２ 仮に、放射性物質放出に至った場合に避難するような場合には、住民の被ばく量を可能な限り低減するため、身体に放射性物質が付着しないようにレインコート等を着用したり、
放射性物質を体内に吸い込まないようマスクをしたり、タオルやハンカチ等で口や鼻を覆う等の対策を周知。

既に避難している近隣の指定
避難所等にて屋内退避
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能登半島地震を受けて
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令和６年１月１９日 伊藤内閣府特命担当大臣（原子力） 閣議後記者会見

 17日に行われた原子力規制委員会において、原子力災害対策指針についての議論が
行われ、能登半島地震を受けて、防護措置の基本的な考え方を変えるものではないとの
方針が示されたと承知しております。

 その上で、今回の能登半島地震では、多数の孤立地域が発生し、孤立解消まで長時間
を要するとともに、ライフラインの途絶が長期間継続するといった事態が発生したと認識
しております。また、多数の建物の倒壊や火災による焼失等も発生したと承知しておりま
す。

 こうした状況において、原子力災害対策指針に基づく防護措置を講じていくことになりま
すけれども、避難所等において、ライフラインが途絶しても、屋内退避が継続できる環境
の整備をより推進するため、自治体に対する支援を強化してまいりたいと思います。支援
内容については、地域の実情を踏まえて、関係自治体の御意見をお聞きしながら検討を
進めてまいります。



屋内退避の広報
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内閣府HPからダウンロード
や視聴等ができます。



（参考１）日常生活における被ばく

 １年間の日本人の平均被ばく線量は約4.7mSv（うち自然放射線2.1mSv、うち医療被ばく2.6mSv）。
 医療被ばくの具体例としては、Ｘ線ＣＴ検査が5～30mSv（実効線量）。

31
出典：国連科学委員会（UNSCER）2008年報告、（公財）原子力安全研究協会「生活環境放射線（国民線量の測定）第3版」（2020年）より作成
出典：「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料令和4年度版」

日常生活における被ばく（年間）



（参考２）一時移転基準の被ばく線量

 放射性物質放出後、屋内退避から一時移転への切り替えの基準となる空間線量率20μSv/hは、当

該地域で留まり続けたとしても、初めの１年間に追加で受ける被ばく線量は日常生活における年間
の被ばく線量と同程度（2.4～3.9mSv）に過ぎない。
（「原子力災害発生時の防護措置―放射線防護対策が講じられた施設等への屋内退避―」の試算結果）

 放射性物質放出の結果、空間線量率が20μSv/hを超過すると特定された区域は、１週間程度内に
一時移転を実施する。
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PAZ内は
即時避難

UPZ内は
屋内退避

屋内退避

１週間程度内に
一時移転

緊急時
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

毎時20μSv超過
（OIL2）と特定された
区域

放射性物質
の放出

全面緊急事態

UPZ内の一時移転の基本的な流れ
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（参考３）過度な放射線の影響を考えた避難の弊害について

令和５年１１月２９日 原子力規制委員会 山中委員長記者会見

 東京電力福島第一原子力発電所の事故の教訓を踏まえますと、事前に考えておくべき
合理的な事故の規模としては、セシウム137相当で100TBq（テラベクレル）程度のもので
あるのが適当であるという、そういう考え方を示しておりますけれども、私もその考え方を
踏襲しているところでございます。過度な放射線の影響を考えた避難というのは過去の
その1F（福島第一原子力発電所）事故の教訓を踏まえますと、弊害のほうが大きいとい
う認識でございます。

（中略）

 やはり、これは繰り返しになりますけど、過度な放射線のリスクを考えた避難というのは、
実効性のある防災計画であると私は言えないと思います。その考え方はもう過去の委員
会の考え方を私も踏襲しておりますし、その点は強調したいと思います。


